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2 補助排障袋 i内

車体前頭部緋障}~lí"Lに以り 1 . 1 けられ，本体では排除できない

ような低いところにある障需物を ， <<{CJ!に外 IJ!lIにはじき飛ばす

か，あるいはもぐり込まさないよう逆にしゃくり l げ，本体に

衝突させて排除させる災直。取{一l 位置がばね上である場合は，

卓 1! lljの運動と車 1 ，lm~界の I>!I係て、あまりレ ー ル 1Mに近づけ る こと

ができないが， 弾性体を使用すると，かなり下ま で収千|けがで

きる。新幹線電車では繊維て、強化したゴム製の排降伐を 2 枚重

ねて使用している。

3 台車排障装置

さらに小さい障害物を排除するため台'"に取り付けた排障装

置。 l寂付位置を台車のぱねたわみの影響を'叉けないばね下に泣

ける と，きわめて小さいものを絞終的に排除、できる 。 新幹線電

車では前頭車の先頭軸の軸箱体TI([jに設けられている。

ïiíïllJ(排障装 l附こは， これらのほか車体前日目部に大形緩悼i ?，iiを

設けたり ，床トおおいを強化して，111\切における悼I突すb政防 11 :

を主目的と した純~Iíのものがある。(，\'Ii林慌久)

せんぱくじこ 船舶事故

〔船舶事故の定義〕

海難干梓判法によれば，次に燭げる (1 )か ら (4) ま でを海難として

扱っ ているが， 1副鉄においてはこれらの海難に，さん備の ，)(故

をも合めて，次の場合を船荷!Í'j1放としている。

川 船舶に凱{拐を ，1: じた場合。

(2) 船内にある者に死傷手があ った場合。

(3) 船舶の運用に限l ili し て，船舶以外の施設ぐ?に担H拐を '1' じ

た場合。

(4) 船納の安全または運航が日Ul害された場合。

(5) さん僑に損傷が生じた場合。

(6) さん橋の業務に従事するおに死 (i)があった場合。

この場合 L船舶1 とは連絡船のほかに，総ト γ 数 5 t 以 上の

補助汽船 ・川ï iJì})艇 ・ 勢制Jti艇 ~I\' IJiI鉄が竹埋する船艇のこと

をいい， Lさん橋1 とは，国鉄がう'f ~lする岸 11，1; ・ " f動僑 ・ 浮きさ

ん橋および航路標識のこと をい っ ている。 ただし ， 船舶を可動

橋に述紡して，船内軌条が陸 l 軌条の延長と なった場合におけ

る.tjII ， I ，j運転についての 'J~故は，それが両íjj&の各条件に該当する

ものであっても，その原凶が船Hおよびさん橋従・JHì.に IJI係の

あるも のを除いて， 運転事故として処埋される。

〔船舶事政の種別〕

船舶事故は， 首íj述の結果を給来するに全った係態によって，

次の種別に分類しており，数徹の事故が併発した場合は， その

せんlまくじこ

列記順序に従い，先位のものをとって，その事故の種別として

し、る。

(1) 沈没 船舶が沈没した場合のことをいい，浮きさん橋等

の沈没は合まない。

(2) 衝突 国鉄船舶と一般船舶または国鉄船舶相互が，ぶつ

か った場合のことをし、う。

(3) 乗揚げ 船舶が，座礁， 座州 またはかく座等をした場合

のことをいう。

(4) 火災 電気 ・ 船内火気 ・ fi'í荷 ・ 燃料等の発火に基因する

船舶の火災のことをいう。

(5) 漂流 機関の故障等のために，船骨i'1が海上を漂うことを

し、う。

(6) 底触 船底が，海底や他物に緩触した場合をし 、う。

(7) 接触 国鉄船舶と一般船舶または国鉄船舶相互が触れ合

った場合のことをし、 う。

(8) 悼I懲 船舶が岸壁等他物 と衝突し，または接触した場合

をいう。

(9) てん絡 船舶の推進M ・ いかり ・びょう鎖等に他物がか

らみついた場合または，し、か り ・ びょう鎖が相互にからみ合っ

た場合のことをL 、う。

(10) 船体般障 船体 ・甲板議機 ・航海機?，ii . 無線機;r. ・ 軌条

および重要な}，<ií具手にjf.\傷を生じた場合のことをし、う。

(1 1 ) 機関政障 主機 ・ 汽かん ・補機・ 発電機 ・ 推進紫および

重ïl_iな属兵等に須傷を生じた場合の こ とをいう。

(12) 輸送物件支障 貨物 ・ 車両および臼動車等船舶に積載し

ている輸滋物件にtfl似を生じた場合のことをし、う。

(13) さん橋故障 岸壁 ・ 可動橋・航路標識等に損傷を生じた

場合の こ とをL 、う。

(14) 航路障害 荒天や濃霧等気象海象に基因する運航遅延や

避託n\を除いて ， 船舶の安全や運航が阻害された場合および遭

難船を放U])した場合のことをし、う。

(15) 法規および令迷違反 船舶やさん橋が，法規や令達に違

反した場合のこと をし 、う。

(16) 乗船員等支障 乗船中の旅客 ・ 船員および作業員に，死

傷 ・ 行くえ不明 ・ 伝染病患者または中毒患者等が発生したり，

それらの人命数U])を行なった場合お よび， さ ん橋業務に従事す

る者に死傷が発生した場合のことをいう。

〔町i骨(I 'J~放のJ><:分〕

船舶 'Jf放は，その剣客や社会的反響等の程度により，これを

ff(~ 1 続 ， 第 2 級および第 3 種の |玄分に分けている。

第 1 何dト放とは， 多数の死傷者が発生したり，船舶やさん相官

に京大な納品Jが生じたり，あるいは緊急紋難手配を要する場合

手.事故の |付'作がきわめて重大であるため，国鉄が全社的にそ

の対策をJjtìffiす る必I&iのあるものをいう。

第 2 純仏\':(とは，乗船員に死亡者が発生したり， 損傷修理の

ため述絡船のjill航が休止になったり ， あるいは海難審判や賠賞

が F怨される場合等， が放の内容が第 1 fni 'J~故に次いで重大で

あって， 本社の船舶府がその対策を推進する必要のあるものを

いい，第 3 級事故とは，第 l 有1 ・I ~故および第 2 種事故以外のも

ので，現地局がその対策を実施するものをし、う。

〔船舶事故の処理〕

国鉄では，船舶事故の内容を明らかにするとともに， 事故の

統 :: 1 を整備 し， 船舶の運航の安全をはかるため L船舶事故報告

基準規程1 を ;I;IJ定 し ている。

この規程には，船舶~J i放の種別 ・ 区分 ・ 事故の速報， 報告の

|付寄および子続について定めてあるほか，海難審判の申立て，
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